
新旧対照表 

東京都北区における契約に関する特約 

改正後 改正前 

第３条 発注者は、受注者が各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するこ

とができる。 
（１） 法人の役員若しくは使用人が暴力団員等であるとき、又は暴力団員が

経営に実質的に関与していると認められるとき。 
（２） 法人の役員若しくは使用人がいかなる名義をもってするか問わず、暴

力団員等に対して金銭、物品、その他の財産上の利益を与え、又は便

宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与し

ていると認められるとき。 
（３） 法人の役員若しくは使用人が自社、自己もしくは第三者の不正な利益

を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は

暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。 
（４） 法人の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難

されるような関係を有していると認められるとき。 
（５） 法人の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手

方が前各号のいずれかに該当するものであることを知りながら契約

したと認められるとき。 
２ 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かに

かかわらず、受注者は、契約金額（単価契約にあっては単価に予定数量を乗じて計算

される契約金額相当額。）の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定す

る期間内に支払わなければならない。 
３ 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も５年間適用する。 
４ 第１項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散していると

きは、発注者は受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の請求をす

ることができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった

者は、連帯して支払わなければならない。 
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